
亀山市告示第８号  

 亀山市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱の一部を改

正する告示を次のように定める。  

  平成２７年１月２９日  

亀山市長  櫻  井   義  之  

 

   亀山市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱の一部

を改正する告示  

 

 亀山市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱（平成２２

年亀山市告示第９８号）の一部を次のように改正する。  

 別表第２総合型地域スポーツクラブ活動事業の項補助金の上限の

欄中「３，０００，０００円」を「２，４００，０００円」に改め

る。  

   附  則  

 この告示は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度分の

補助金の交付から適用する。  


